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軽自動車税は、毎年 4月 1日時点の
所有者に課税されます。単車や軽

自動車などを譲渡・廃車した場合は、下
表の関係機関への届け出が必要です。３
月末までに届け出をしないと、令和８年
度分の軽自動車税が課税されますので、
注意してください。

　毎年3月末は、窓口が混み合います。移転登録（名義変更）
や抹消登録（廃車）などの手続きは、できるだけ早く済ま
せてください。正式な手続きなく譲渡している場合、トラ
ブルの原因となりますので、必ず登録変更をしてください。
※�市外へ転出した場合は、車検証の住所（使用の本拠の位
置）を転入先の住所に変更してください。
　・　　税務課市民税係（ 42‐9111内線 1724）

単車・軽自動車の廃車や名義変更などは早めに

申問

■ 単車・軽自動車などの廃車・名義変更の届出先	

車種 届け出・問い合わせ先 持ち物（廃車の場合）

単車など
（125cc 以下）

桜井市役所税務課市民税係
（ 42‐9111内線 1724）

ナンバープレート・本人確認書類（運転免許証など）
※�盗難・スクラップなどでナンバープレートがない場合は、左記窓口
で相談してください。

二輪車
（125cc 超）

近畿運輸局奈良運輸支局
（ 050‐5540‐2063）

ナンバープレート・自動車検査証または軽自動車届出済証など
※�県外へ転出した場合は、管轄の運輸支局へ問い合わせてください。

軽自動車
（三輪・四輪）

軽自動車検査協会奈良事務所
（ 050‐3816‐1845）

ナンバープレート・自動車検査証など
※�県外へ転出した場合は、管轄の軽自動車検査協会へ問い合わせてく
ださい。			 

豊かな経験に基づき、真心と信用を大切にしています
　優しい心づかいと気配りを
しながら、誠実に仕事をして
います。「急に臨時の仕事がで
きた」「新たに人を雇うほどで
はないが、決まった期間内に
仕事を処理しなければならな
い」など、高齢者に向いていると考えられる仕事がある
ときは、相談してください。
　安全に配慮し、高齢者に適さない危険な仕事など、内
容によって引き受けられないことがあります。
　なお、仕事の依頼を受けた後、内容などを事前にシル
バー人材センターから確認します。
　依頼から契約までの流れやどのような仕
事に対応しているかなどの詳細は、右記二
次元コードを確認するか、右記へ問い合わ
せてください。

シルバー人材センターの会員になりませんか？
　健康で働く機会が欲しいという人に、シルバー人材セ
ンターが、依頼者から受けた仕事を内容や条件に合わせ
て会員に配分します。また、女性向けの集いや、草刈り・
植木の手入れなどの講習会にも参加できます。
※会員の就職や収入の保証を目的としていません。
入会を希望する人は…
�　市内在住で 60歳以上の健康で働く意欲のある人であれ
ば、誰でも入会できます。必ず入会説明会を受けてくだ
さい。
第 1 回入会説明会
日時　３月18日㊌ 13：30～
場所　市立中央公民館２階視聴覚室
申込方法　電話で下記へ
　詳細や第 2回以降の入会説明会は、下記へ問い合わせ
てください。
　・　　シルバー人材センター（ 42‐1204）

シルバー人材センターは仕事の依頼・会員を募集しています

詳細はこちら▲ 申問


